
0報告事項１

最近の需給状況について
～再エネ出力制御の状況、夏季の需給見通し～

２０２６年５月１９日

電力広域的運営推進機関



1１ー１．2026年度の再エネ出力制御の短期見通し

（出典）第6回 次世代電力系統ワーキンググループ （2025年12月24日） 資料1

◼ 2025年12月24日に開催された第6回 次世代電力系統ワーキングにおいて、
2026年度の再エネ出力制御の短期見通しが示された。

2026年度の再エネ出力制御の短期見通し



2１ー２．再エネ出力制御の実施状況

◼ 2025年度に東京エリアで初の再エネ出力制御が実施されたことにより、再エネ導入
拡大による出力制御エリアは全国に拡大

◼ 出力制御量低減のための連系線を介した他エリアへの送電を行ってもなお、複数エリ
アで同時に出力制御を実施している状況であり、再エネ出力制御量は増加傾向

（出典）第6回 次世代電力系統ワーキンググループ （2025年12月24日） 資料1

２０２５年度３月までのグラフに修正済（運用
戦略T_菅原）

再エネ出力制御量の推移（全国、2021年度～2025年度）
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3１ー３．長周期広域周波数調整の斡旋状況

◼ 再エネ出力制御は、優先給電ルールに基づき、火力の出力制御、揚水・蓄電池
の活用、連系線を介した他エリアへの送電（長周期広域周波数調整）をしても
供給余剰が見込まれる場合に実施する。

◼ 2025年度から、受電エリアにおいて調整電源の停止及び非調整電源の出力制
御を行う運用を開始したことで、長周期広域周波数調整の実施回数は再び増加
に転じた。また、2026年4月12日に関西エリア、同年5月5日に北陸エリアで下げ
代不足融通が行われた。（2024年度から2年ぶりの実施）

優先給電ルール上の順番
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エリア
7月
前半

7月
後半

8月
前半

8月
後半

9月※1

北海道 6.1 7.4 7.7 6.3 8.3 

東北 6.1 7.4 7.7 6.3 10.0 

東京 6.1 4.6 3.5 3.7 4.2 

中部 6.1 9.6 8.3 5.4 4.2 

北陸 6.1 9.6 8.3 5.4 4.2 

関西 6.1 9.6 8.3 5.4 4.2 

中国 6.1 9.7 10.6 9.0 4.2 

四国 11.3 22.8 14.6 9.0 18.0 

九州 6.1 9.7 10.6 9.0 4.2 

沖縄 12.8 14.6 12.0 12.0 28.4 

２ー１．2026年度夏季の需給見通し

◼ 厳気象H1需要に対して、発動指令電源、火力増出力、エリア間補正融通を供給
力として見込むと、安定供給に最低限必要な広域予備率3%を確保できる見通し

◼ ただし、今後の発電機停止等の供給力変化に注視が必要

（出典）第118回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会（2026年5月14日） 資料１

【各エリアの供給予備率（厳気象H1）】 月前後半として評価

(単位:％)(単位:％)最大需要時【15時】 最小予備率時【17時】

夏 季

エリア 7月 8月 9月

夏 季

エリア 7月 8月 9月

※1 9/1～18の期間で評価。 ※2 最小予備率時は東京エリアのkW公募落札量(97.6万kW)を織り込み。

2026/4/14 運用分析Ｔ
・第117回をベースに一旦作成。
・第118回(5/14)の資料ができれ

ば、差し替えを予定。その際、前
後半化を適用した旨をリードに記
載するか。

エリア
7月
前半

7月
後半

8月
前半

8月
後半

月※1

東北

東京

中部

北陸

関西

中国

四国

九州

沖縄

※2

2026/5/7 運用分析Ｔ
・第118回(5/14)の資料案をベー
スに整理。

エリア
7月
前半

7月
後半

8月
前半

8月
後半

月

東北

東京

中部

北陸

関西

中国

四国

九州

沖縄

エリア
7月
前半

7月
後半

8月
前半

8月
後半

月

東北

東京

中部

北陸

関西

中国

四国

九州

沖縄

2026/5/11 運用分析Ｔ
・第118回(5/14)の資料案をベー
スに整理。

エリア
7月
前半

7月
後半

8月
前半

8月
後半

9月※1

北海道 14.3 13.9 13.3 10.1 14.5 

東北 14.3 13.9 13.3 12.5 14.5 

東京 7.0 7.8 6.1 5.9 5.1 

中部 7.0 8.8 8.2 5.9 5.1 

北陸 7.0 8.8 8.2 5.9 5.1 

関西 7.0 8.8 8.2 5.9 5.1 

中国 10.6 12.4 16.8 12.3 7.2 

四国 18.4 30.5 25.8 12.3 18.0 

九州 10.6 21.0 16.8 12.3 7.2 

沖縄 15.3 17.0 16.8 16.8 31.6 

最大需要時【15時】 最小予備率時【17時】
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kWモニタリング kWhモニタリング

公表開始
予定

6/12(金) 6/12(金)

公表ペース 毎週 2週間毎

公表
イメージ

２ー２．夏季の電力需給対策（電力需給モニタリング）

◼ エネ庁が公表する夏季の電力需給対策に従い、当機関は、追加起動可能な電源
等の余力を考慮した想定予備率の見通し〔kWモニタリング〕と発電用のLNG・石
油の発電電力量換算在庫の推移〔kWhモニタリング〕を確認して公表する予定。

◼ なお、この度の中東情勢を踏まえた臨時〔kWhモニタリング〕を現在実施中。

２か月先までの燃料在庫見通しを公表翌週の広域予備率見通しを公表



6２ー３．中東情勢を踏まえた臨時kWhモニタリングの実施

◼ 中東情勢の急変によりエネルギー調達を取り巻く国際環境の不確実性が高まってい
る状況を踏まえ、夏季に向けて燃料在庫水準の把握と、燃料不足に伴う電力需給
ひっ迫の兆候を早期にとらえることを目的に、臨時にkWh(燃料)視点のモニタリングを
実施、公表。

◼ 5/15時点では燃料在庫の観点からはひっ迫の恐れはないことを確認。

◼ 今後も動向を注視。

【2026年5月15日の公表内容】

2026/4/14 運用分析Ｔ

現時点での資料をもとに
作成。
◼ 中東情勢の急変によりエネルギー調達を取り巻く国際環境の不確実性が高まってい
る状況を踏まえ、夏季に向けて燃料在庫水準の把握と、燃料不足に伴う電力需給
ひっ迫の兆候を早期にとらえることを目的に、臨時にkWh(燃料)視点のモニタリングを
実施、公表。

◼ 4/3時点では燃料在庫の観点からはひっ迫の恐れはないことを確認。

◼ 今後も動向を注視。

【2025年4月3日の公表内容】

2026/5/7 運用分析Ｔ
5/1時点での資料をもと
に修正。

◼ 中東情勢の急変によりエネルギー調達を取り巻く国際環境の不確実性が高まってい
る状況を踏まえ、夏季に向けて燃料在庫水準の把握と、燃料不足に伴う電力需給
ひっ迫の兆候を早期にとらえることを目的に、臨時にkWh(燃料)視点のモニタリングを
実施、公表。

◼ 5/1時点では燃料在庫の観点からはひっ迫の恐れはないことを確認。

◼ 今後も動向を注視。

【2026年5月1日の公表内容】

2026/5/15 運用分析Ｔ
5/15時点での資料をもと
に修正。
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以降 参考スライド
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優先給電ルール

① 火力（石油、ガス、石炭）の出力抑制
揚水・蓄電池の活用

② 連系線を介した他エリアへの送電（長周期広域周波数調整）
（当機関の役割）一般送配電事業者間の電力融通を斡旋

③ バイオマスの出力抑制

④ 自然変動電源（太陽光・風力）の出力抑制
（当機関の役割）優先給電ルールに基づいた運用がされたか検証※

⑤業務規程第111条に基づく措置（下げ代不足融通）
（当機関の役割）一般送配電事業者間の電力融通を指示

⑥長期固定電源（水力、原子力、地熱）の出力抑制

出
力
の
抑
制
等
を
行
う
順
番

※出力抑制前日の指令時点において出力抑制が不可避であったか否かを事後検証

（参考）再エネ出力制御低減のための優先給電ルールと当機関の役割

◼ 再エネ出力制御は、優先給電ルールに基づき、火力の出力制御、揚水・蓄電池の
活用、連系線を介した他エリアへの送電（長周期広域周波数調整）をしても供給
余剰が見込まれる場合に実施

◼ 再エネ出力制御をしても供給余剰を回避できないと見込まれる場合、当機関による
下げ代不足融通の指示を実施



9（参考）下げ代不足融通と長周期広域周波数調整の違い

下げ代不足融通 長周期広域周波数調整

業務規程での位置づけ 指示 調整

一般送配電事業者からの要請 当日(実需給4時間前まで) 前日(13:30頃)

受電エリアの下げ代確保
④自然変動電源（太陽光・
風力）の出力抑制まで実施

①火力（石油、ガス、石炭）
の出力抑制、揚水・蓄電池の

活用まで実施

マージン使用 検討する 検討しない

優先給電ルール

① 火力（石油、ガス、石炭）の出力抑制
揚水・蓄電池の活用

② 連系線を介した他エリアへの送電（長周期広域周波数調整）
（当機関の役割）一般送配電事業者間の電力融通を斡旋

③ バイオマスの出力抑制

④ 自然変動電源（太陽光・風力）の出力抑制
（当機関の役割）優先給電ルールに基づいた運用がされたか検証※

⑤業務規程第111条に基づく措置（下げ代不足融通）
（当機関の役割）一般送配電事業者間の電力融通を指示

⑥長期固定電源（水力、原子力、地熱）の出力抑制

出
力
の
抑
制
等
を
行
う
順
番



10（参考）第117回（3/16）時点の夏季需給見通し再算出

◼ 第117回の調整力等委で公表している予備率の諸元に、一部誤りがあったため再算
出し、第118回の調整力等委において報告。

（出典）第118回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会（2026年5月14日） 資料１
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1週間程度
前

前々日 前日 需給ひっ迫当日

BG

TSO

◼ 2024年度以降、広域予備率が8%を下回った場合には、週間・翌々日段階で「広域
予備率低下のおそれに伴う供給力提供準備通知」、翌日断面で「広域予備率低下に
伴う供給力提供通知」を発信し、容量市場電源※の起動などBGによる需給改善のため
の主体的行動を促す。

◼ それでもなお需給ひっ迫が継続すると想定される場合には、TSOによる追加供給力対策
を実施し、安定供給を確保する。

（参考）需給ひっ迫が予想される場合の対応

広域予備率低下のおそれに伴う
供給力提供準備通知

容量市場電源の起動 容量市場電源による発電容量市場電源の起動準備

スポット
市場

広域予備率低下に伴う
供給力提供通知

需給調整
市場

追加供給力対策の実施

容量市場電源の起動後も
需給ひっ迫が継続

※4年前もしくは1年前の容量市場オークションで落札された電源

需給調整
市場



12（参考） Xを通じた広域予備率見通しの公表

◼ 近年では、端境期においても季節外れの猛暑や寒波、電源停止などで需給バランス
が厳しくなる日があるため、kWモニタリングで公表している追加起動可能な電源等の
余力を考慮した想定予備率の見通しについては、2024年度冬季の電力需給モニ
タリング終了後も継続して確認・公表している。

◼ また、情報をより積極的に配信するためＸ（旧Twitter）への投稿を開始した。

2025年5月9日の公表内容

電力広域的運営推進機関のＸ公式アカウントは
こちらからアクセス可能です。
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